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第５回 議会運営委員会記録（みなし全協） 

 

１ 日  時  令和６年３月１５日(金)  午後３時５８分 開会 

２ 場  所  議会委員会室 

３ 出席委員  ８名 

委 員 長  霜 鳥 榮 之   委 員  宮 﨑 淳 一 

副 委 員 長  渡 部 道 宏   〃  天 野 京 子 

委 員  渡 邉 能 成   〃  阿 部 幸 夫 

〃  葭 原 利 昌   〃  横 尾 祐 子 

４ 欠席委員  ０名  

５ 欠  員  ０名  

６ 職務出席者 ２名 

議 長  関 根 正 明  副 議 長  小 嶋 正 彰 

７ 説 明 員  ０名 

       

８ 事務局員  ２名   

事 務 局 長  阿 部 光 洋  庶 務 係 長  霜 鳥 一 貴 

       

９ 件  名 

○事件 

１）追加議案の提出に伴う議会運営について 

２）その他 

                                                     

○委員長（霜鳥榮之） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。それでは、タブレットのサイドブックスのア

プリをタップ願います。委員会フォルダの中の議会運営委員会フォルダをお開きください。その中の 060315 議運レ

ジメデータを開いてください。本日の議会運営委員会のレジメになります。この資料に基づいて進行しますので、

よろしくお願いをいたします。議長。 

○議長（関根正明） 本会議お疲れ様でした。執行部から、一般会計で繰り越しのための補正予算と損害賠償の額を定

め和解するための議案の２件を追加議案で提出したいと話があることから、その取扱いについて審議をお願いした

いものです。なお、委員外議員の傍聴を求め全員協議会を開催したとみなし、通常開催される議運後の全協は省略

させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

                                                     

1) 追加議案の提出に伴う議会運営について 

○委員長（霜鳥榮之） それでは、レジメに従って進めます。１）追加議案の提出に伴う議会運営についてを議題とい

たします。①の追加議案と②の追加議案の審議日程及び審議方法について一括して説明を願います。事務局長。 

○局長（阿部光洋） それでは、レジメのほうをご覧ください。①追加議案についてですが、ここに掲載がありますと
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おり、議案第 29 号の一般会計の補正予算１件と、議案第 30号の損害賠償の額を定め和解することについての事件

議決１件になります。議案第 29 号の補正予算については、既に令和６年１月 22 日に専決された物価高騰の関係の

低所得世帯向けの 10 万円や子ども一人当たり５万円の給付金について、申請受付期間を令和６年５月 31 日まで延

長するため繰越明許費を設定したいもので、所管課は福祉介護課になります。議案第 30号の損害賠償の額を定め和

解することについての議案は、水道水の濁りにより事業所の設備に損害を与えてしまった相手方と和解に向けた調

整のめどが立ったことから、示談が成立次第、議案を提案し議会の議決を求めたいというもので、所管課は上下水

道局になります。それで先ほど示談が成立したと連絡がありましたので、追加議案として提案されることが確定と

なりましたので、よろしくお願いします。いずれの議案も最終日の３月 22 日に提案し、その日の内に即決でお願い

したいと依頼があります。次に②の追加議案の審議日程及び審議方法についてです。レジメ１ページの中段になり

ます。追加議案の上程のタイミングですが、最終日の３月 22 日の委員会付託議案の採決終了後に上程してもらい、

審議していただきたいと存じます。レジメ２ページをごらんください。３月 22 日の議事日程案になります。追加議

案に対する議事日程は、点線で囲んである、このようなイメージになります。日程第３、日程第４となります。レ

ジメ１ページに戻っていただいて、次にその下の追加議案の審議方法についても決めていただきたいと存じます。

審議方法ですが２つあります。点線の四角で囲っているところですが、議会運営マニュアルにおいて「定例会にお

ける提出議案の議案審議は、原則として所管委員会に関係議案を審査付託するのが例である。としていますが、定

例会において委員会付託を省略し、直ちに採決すべき議案の区分については、議会運営委員会において決定するの

が例である。」としています。そのため、審議方法案１は、所管委員会へ付託し委員会審査終了後、委員長報告、報

告に対する質疑、討論、採決という方法です。この議案の内容からすると、所管は産業厚生委員会となります。詳

細な流れは記載のとおりです。市長提案のあと、所管制限などのある質疑を行ない、委員会へ付託します。本会議

を休憩し、産業厚生委員会を開催し審査を行うということになります。以降は記載のとおりで説明は省略させてい

ただきます。今度、その下の審議方法案２は委員会付託なしの即決のパターンです。委員会付託せずに、本会議場

で、全員で制限なしで質疑を行なって審議していただき、討論のあと起立採決するという方法です。どちらの方法

とするか、諮っていただきたいと思います。説明は以上です。 

○委員長（霜鳥榮之） ただいま説明がありました。追加議案の審議日程及び審議方法について何かございますか。 

○横尾委員（横尾祐子） 産業厚生委員会の所管ということで、議案第 29 項は受付期間を延長するだけのことです。30

号は和解したということなので、委員会付託はせずに即決でお願いしたいと思います。 

○委員長（霜鳥榮之） はい。他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（霜鳥榮之） お諮りします。議案第 29 号と議案第 30 号の追加議案については、最終日の３月 22 日の委員会

付託議案の採決終了後に、それぞれ日程第３、日程第４として審議するとともに、ただいまの意見のとおり、委員

会付託せずに即決とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（霜鳥榮之） ご異議なしと認め、このように決定します。つきましては、質疑回数制限や所管制限はありま

せんのでお願いをいたします。 

                                                     

2) その他 

○委員長（霜鳥榮之） 次に２）のその他でございますが、皆さんのほうで何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 
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○委員長（霜鳥榮之） はい。特段ないようでございます。なければ、議運での議題の協議が一旦終了しましたので、

このあとは議長にお譲りいたします。議長進めてください。 

○議長（関根正明） 今回、議運のあとの議会日程等の関係の全協は省略させてもらっていますので、傍聴している議

員の皆さんのほうで、いままでの項目について何かご質問等ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

○議長（関根正明） その他になりますが、議会報告会・意見交換会の関係で小嶋広報広聴委員長から発言があります。

小嶋広報広聴委員長。 

○広報広聴委員長（小嶋正彰） お疲れのところ申し訳ございません。令和６年度の議会報告会・意見交換会につきま

して、るる全員協議会でご報告をさせていただいたりして参りましたけれども、11 日に広報広聴委員会を開催させ

ていただきました。それで最終的に決定させていただきましたのでご報告をさせていただきます。タブレットの議

会運営委員会フォルダの一番最後の資料になります。２ページにわたっておりますので見ていただきたいと思いま

す。日時会場につきましては従前よりお話申し上げましたけれども５月 11 日土曜日の 10 時から 11 時 30 分まで妙

高高原メッセ、テーマは子育てを楽しめるまちづくりということです。それから妙高は５月 12 日 14 時から、妙高

支所保健センター、テーマは同じく子育てを楽しめるまちづくりについて。それから新井地区につきましては５月

16 日木曜日 19 時から、新井総合コミュニティセンターで、議員と語ろう地域の防災、サブテーマは、「災害への備

え 自助、共助、公助のあるべき姿を考えよう」ということで、議員と語ろうというところがミソかなというふう

に思っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてグループの編成とやり方につきましては、ワールドカ

フェ方式で小グループに分かれて意見を出していただくと、それをまとめて当局に報告だとか要望するものについ

ては、そういうような形にする。或いは常任委員会で協議していただくものについては、そういうような形で諮る

というような形で進めさせていただきたいと思っております。グループ要請につきましては、だいたい１グループ

に議員２人から４人ぐらい、市民が七、八人ということで、とりあえずこういう形にさせていただきますが、参加

者の数によりまして、若干変わってくるかと思いますので、そこら辺は微調整のほう、よろしくお願いします。な

おグループの進行役と記録役につきましては、それぞれ二重丸と丸印をつけさせていただきました。ぜひ、ここの

ところは皆様方からご協力のほう、よろしくお願いしたいと思います。きょう、ご了解いただければ４月１日以降、

マスコミに流しまして、できるだけ多くの方から参加していただくように努力をしたいと。また、議員の皆様方か

らも、こういうのがあるよということで市民の皆様に周知していただければ非常にありがたいなというふうに思っ

ております。以上簡単でございますけれども、令和６年度の議会報告会・意見交換会について、このような形で進

めたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

○議長（関根正明） 皆さんのほうで何かございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

○議長（関根正明） ないようでしたら、議運の委員長さんに戻しますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（霜鳥榮之） はい。全体をとおして、もしなにかありましたら…。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（霜鳥榮之） はい。特段ないようでございます。それでは、以上を持ちまして議会運営委員会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

閉会  午後４時１０分 

 

議 会 運 営 委 員 会 委 員 長 


